
介護サービス事業者賠償責任保険

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
特
別
約
款

特
定
感
染
症
対
応
費
用
担
保
特
約
条
項
・

感
染
症
対
応
費
用
範
囲
拡
大
特
約
条
項

弁
護
士
費
用
等
担
保
特
約
条
項（
事
業
用
）

訴
訟
対
応
費
用
担
保
特
約
条
項

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

初
期
対
応
費
用
担
保
特
約
条
項

（前頁より）
（６）行方不明時使用阻害事故について、次の事由に

起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者の故意または重大な過失による法令違反
②被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任
行為その他の犯罪行為（過失犯を除きます。）
③脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為
④被保険者に対してなされる法令等に基づく規制また
は差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体
の公権力の行使
⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の使用
阻害
⑥被保険者の仕事の履行不能または履行遅滞
⑦他人の財物の紛失、盗取または詐取
⑧特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害
⑨データまたはプログラムの損壊（磁気的または光学
的に記録されたデータまたはプログラムの滅失または
破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生したも
のをいいます）
⑩サービス利用者が行方不明となることの予防措置を
全く取らなかったために発生した事故
⑪無賃乗車または無銭飲食

（７）経済的事故について、次の事由に起因する損害
に対しては、保険金を支払いません。

①保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償
請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険期
間の開始時に認識していた場合（認識していたと判
断できる合理的な理由がある場合を含みます）は、そ
の事由
②被保険者が法令に違反することまたは他人に損害
を与えるべきことを認識していた行為（認識していたと
判断できる合理的な理由がある場合を含みます）
③介護支援専門員の有資格者が遂行すべき行為で
あるにもかかわらず、無資格者によって行われた行為
④被保険者の使用人による窃盗、不動産侵奪、強盗、
詐欺、横領または背任行為
⑤名誉もしくは信用のき損またはプライバシーの侵害も
しくは秘密の漏えい
⑥被保険者の支払不能または破産
⑦特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害
⑧被保険者による居宅介護支援業務の結果の保証。
ただし、これによって加重された賠償責任部分に限り
ます。

以下は「弁護士費用等担保特約条項」固有
（１）直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由

によって生じた損害に対しては、保険金を支払いま
せん。

①次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア．保険契約者
イ．保険金請求権者
ウ．アまたはイの法定代理人
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武
装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④次のいずれかに該当する事由
ア．核燃料物質（使用済み燃料を含みます。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生
成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な
特性の作用またはこれらの特性に起因する事故

イ．ア以外の放射線照射または放射能汚染
⑤次のいずれかに該当する事由
ア．②から④までの事由によって発生した対象事故
の拡大（対象事故の形態や規模等が大きくなる
ことをいい、延焼を含みます。以下同様とします。）

イ．発生原因が何であるかにかかわらず、②から④ま
での事由による対象事故の拡大

ウ．②から④までの事由に伴う秩序の混乱
⑥法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破
壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑦被保険者に対する刑の執行

（２）他の被保険者が加害者である場合は、保険金を
支払いません。

（３）直接であるか間接であるかにかかわらず、次の対象
事故によって被った対人・対物被害による損害に
対しては、保険金を支払いません。

①被保険者が運転する地における法令に定められた
運転資格を持たないで自動車もしくは原動機付自転
車を運転している場合、または航空機もしくは船舶を
操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
②被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ド
ラッグ（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第２条第15項に定める
指定薬物をいいます。以下同様とします。）、シンナー
等（毒物及び劇物取締法第３条の３の規定に基づく
政令で定めるものをいいます。以下同様とします。）を
使用した状態で自動車もしくは原動機付自転車を運
転している場合、または航空機もしくは船舶を操縦し
ている場合に、その本人に生じた対象事故
③被保険者が酒気を帯びて（道路交通法第65条第１
項違反またはこれに相当する状態をいいます。）自動
車もしくは原動機付自転車を運転している場合、また
は航空機もしくは船舶を操縦している場合に、その本
人に生じた対象事故

（次頁に続く）

※ここでは主な場合のみを記載しております。また、詳細は契約
者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款でご確
認ください。

＜弁護士費用等担保特約条項以外＞
（１）次の事由（訪問看護業務事故について、①、②および⑤を除
きます）に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

①医療行為（疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方
法の指導、矯正、出産の立会い、検案または診断書・検案
書・処方せん等の作成・交付等の行為をいいます）に起因す
る事故。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健
師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除
きます。
②医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでな
ければ人体に危害を生ずるおそれのある行為（美容整形、医
学的堕胎、助産または採血等の行為をいいます。）に起因す
る事故。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健
師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除
きます。
③薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給に起
因する事故
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の者が行うことを法令により禁じられている行為に起因
する事故
⑤サイバー攻撃に起因する損害

（２）対人・対物事故について、次の事由に起因する損害に対し
ては、保険金を支払いません。

①次に掲げるものの所有、使用または管理
ア．自動車、原動機付自転車または航空機
イ．施設外における船・車両（原動力がもっぱら人力である場
合を除きます）または動物

②ちり・ほこりまたは騒音
③施設である建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまた
はあられの浸入または吹込みによる財物の損壊
④土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って
発生した次の損壊等
ア．土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工
作物、植物または土地の損壊。「工作物」とは、人工的作
業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容
物または付属物を含みます（以下同様とします）

イ．土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上
の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊

ウ．地下水の増減
⑤飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らず
に行われた作業による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄
錆または火の粉の飛散または拡散。ただし、塗装用容器また
は作業用具の落下または転倒によるものを除きます。
⑥被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製
造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
⑦被保険者による生産物または仕事の目的物の効能または性
能に関する不当な表示（実際よりも著しく優良であると示すこ
とをいいます）または虚偽の表示
⑧次の財物の損壊またはその使用不能（財物の一部のかしに
よるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含み
ます）
ア．生産物
イ．仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられ
た財物（作業が加えられるべきであった場合を含みます） 

ウ．完成品
エ．生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機
械・工具の制御装置として使用されている場合に、その機
械・工具によって製造または加工された財物

（３）訪問看護業務事故について、法令で定める所定の免許を
有しない者が行った訪問看護業務に起因する損害に対し
ては、保険金を支払いません。

（４）管理下財物事故について、次の事由に起因する損害に対
しては、保険金を支払いません。

①保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取また
は詐取
②保険契約者または被保険者が管理下財物を私的な目的で
使用している間に生じた損壊、紛失、盗取または詐取

③自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
④自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、
汗ぬれその他これらに類似の現象
⑤ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥管理下財物の使用不能（収益減少を含みます）

（５）人格権侵害事故について、次の事由に起因する損害に対
しては、保険金を支払いません。

①保険期間の開始時より前に行われた不当行為
②最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続また
は反復として行われた不当行為
③事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被
保険者の指図により行われた不当行為

④被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基
づいて行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）
⑤被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不
当行為
⑥広告・宣伝活動、放送活動または出版活動

（次頁に続く）

（１）お支払いの対象となる損害
a. 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、
被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠
償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引
受保険会社の同意が必要となります。

b. 争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、
被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁
護士費用、訴訟費用等（訴訟に限らず調停・示談な
ども含みます。）
c. 損害防止軽減費用
事故が発生した場合において、被保険者が他人から
損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に
発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のた
めに引受保険会社の同意を得て支出した費用
d. 緊急措置費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のため
に必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判
明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に
要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出
したその他の費用
e. 協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険
会社の求めに応じて協力するために支出した費用

（2）保険金のお支払い方法
a.法律上の損害賠償金
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険
金をお支払いします。（支払限度額が適用されます。
ただし、左記「③管理下財物事故」のうち、貨紙幣以
外の管理下財物の損壊、紛失、盗取、詐取について
は、支払限度額の範囲内であっても、その管理下財
物の時価が限度となります。）

b.～e.の費用
原則としてその全額がお支払対象となります。 （支払
限度額は、適用されません。）
ただし、争訟費用については、「損害賠償金＞支払
限度額」となる場合は、下記の式に従ってお支払いし
ます。

次の事故に起因して被保険者が法律上の損害賠
償責任を負担することによって被る損害に対して、保
険金を支払います。
①対人・対物事故（※1）
施設（※2）、仕事（※3）（訪問看護業務を除きます）
の遂行もしくはその結果または生産物（※4）に起因
する他人の身体の障害または財物（管理下財物を
除きます）の損壊をいいます。
②訪問看護業務事故（※1）
仕事のうち、訪問看護業務の遂行もしくはその結果
に起因する他人の身体の障害または財物（管理下
財物を除きます）の損壊をいいます。
③管理下財物事故（※1）（※5）
管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。
④人格権侵害事故（※6）
施設、仕事の遂行もしくはその結果または生産物に
関する不当行為に起因する人格権侵害をいいます。
⑤行方不明時使用阻害事故（※1）（※5）
認知症またはその疑いのあるサービス利用者が行方
不明（仕事の遂行中に発生したものに限り、警察署長
への行方不明の届出の有無を問いません。）となった
場合に、その者の行為（行方不明中の行為に限りま
す。）により生じた不測の事象（他人の身体の障害また
は財物の損壊を伴わずに発生したものに限ります）に
起因する他人の財物の使用阻害（※7）をいいます。
⑥経済的事故（※6）
居宅介護支援業務の遂行に起因して、次の者の財
産に金銭上の損害を与えることをいいます。身体の
障害、精神的被害または財物の損壊、紛失、盗取も
しくは詐取によるものを含みません。
ア．要介護・要支援状態にある者
イ．介護予防・生活支援サービス事業の対象者
（※1）対人・対物事故、訪問看護業務事故、管理下

財物事故および行方不明時使用阻害事故
については、事故が保険期間中に日本国内に
おいて発生した場合に、保険金を支払います。

（※2）記名被保険者が仕事の遂行のために所有・
使用・管理する不動産・動産をいいます。

（※3）記名被保険者にかかる介護業務のうち、病院総
合補償制度のご案内P.13「対象となる業務（介
護業務）について」に記載のものをいいます。

（※4）記名被保険者が仕事に関連して製造、販売
または提供した財物であって、記名被保険者
の占有を離れたものをいいます。

（※5）管理下財物事故または行方不明時使用阻害
事故に起因して保険金を支払う損害は、それぞ
れの事故について被保険者が次の賠償責任
を負担することによって被る損害に限ります。

①管理下財物事故については、管理下財物につい
て、その財物の正当な権利を有する者に対して被
保険者が負担する賠償責任
②行方不明時使用阻害事故については、使用阻害さ
れた他人の財物について、その財物の正当な権利
を有する者に対して被保険者が負担する賠償責任

（※6）人格権侵害事故および経済的事故について
は、事故についての被保険者に対する損害賠
償請求が保険期間中になされた場合に、保険
金を支払います。

（※7）財物の本来の目的および用法に従った使用
が阻害されることをいいます。

①消毒費用
②検査費用（使用人・役員・サービス利用者の感染また
は食中毒の有無を診断するための医療費および交
通費等）
③予防費用（使用人・役員・サービス利用者への感染
拡大防止のための予防接種等の感染予防にかかる
医療費）
④通信費用（サービス利用者の親族に対する事故の連
絡に要した郵便代等）

保険金のお支払い方法
①から④の費用の合計額に対して、支払限度額を限度
に保険金をお支払いします。

サービス利用者が施設において所定の感染症（※１）を
発症した場合または食中毒になった場合に、記名被保
険者が必要かつ有益な右記の費用を負担することに
よって被る損害に対して、保険金をお支払いします。（保
険金をお支払いするのは、保険期間中に事故が発生し
た場合に限ります。）
（※１）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律」が定める一類感染症、二類感
染症、三類感染症

次の被害について、保険金請求権者（※1）が負担する次の損害に対して、保険金をお支払いします。

被害の種類

対人・対物被害
（※2）

被保険者（※3）が対象事故（※4）によって被った対人・対物被害に
ついて、保険金請求権者が加害者への対応を弁護士等へ委任する
場合に弁護士費用を負担することによって被る損害

被保険者（※3）が対象事故（※4）によって被った対人・対物被害に
ついて、保険金請求権者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法
律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害

記名被保険者が対象事故（※4）によって被った経済的被害につい
て、保険金請求権者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法律相
談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害

経済的被害
（※5）

損害の種類

弁護士費用

法律相談費用

対象となる費用

（※1）対象事故によって損害を被った、①被保険者（※3）②被保険者の法定相続人③被保険者の配偶者・父母・
子をいいます。

（※2）被保険者が仕事の遂行上の事由（通勤を含みます。）により身体の障害を被ること、または記名被保険者が所
有、使用または管理する施設（加入依頼書記載の不動産・動産）が損壊または盗取（詐取を含みません。）され
ることをいいます。

（※3）対人被害の場合、①記名被保険者②記名被保険者の使用人③法人である記名被保険者の理事、取締役
その他法人の業務を執行する機関④社団である記名被保険者の構成員、対物被害の場合は記名被保険
者、となります。

（※4）対人・対物被害については、日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故をいいます。経済的被害
については、日本国内において発生した業務妨害等をいいます。

（※5）記名被保険者が仕事において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したことをいいます。記名被保
険者が提供する商品・サービスの取引の相手方の債務不履行によるもの（例：取引先が納品した商品の代金
を支払わない）および対人・対物被害を伴うものを除きます。

保険金のお支払方法
上記の被害ごとに、それぞれの損害に対して、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
ただし、保険金をお支払いするのは、対人・対物被害の場合、対象事故が保険期間中に発生した場合に限ります。対
人被害については、身体の障害を被った時に対象事故が発生したものとみなします。経済的被害の場合は、対象事
故が保険期間中に発見された場合に限ります。「発見」は、記名被保険者が対象事故を最初に認識した時（認識し
得た時を含みます。）になされたものとします。

次の被害ごとに、それぞれ次の起算日からその日を含めて3年以内に、保険金請求権者が被害について弁護士等へ
の委任または法律相談を開始した場合に限り、保険金を支払います。

被
害
者
治
療
費
用

担
保
特
約
条
項

治療費用
保険金のお支払い方法
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、支払限
度額を限度に保険金をお支払いします。（事故の種類に
応じて、対人・対物事故（訪問看護業務除く）または対
人・対物事故（訪問看護業務）のいずれかの内枠となり
ます。）

この保険の対象となる他人の身体の障害が保険期間
中に日本国内において発生した場合に、身体の障害の
発生日から１年以内に生じた被害者の治療費用を被保
険者が負担することによって被る損害に対して、保険金
をお支払いします。
※結果として、被保険者に法律上の損害賠償責任が
発生しないことが判明した場合でも保険金のお支払
い対象となります。ただし、治療費用の一部または全
部について、被保険者が既に法律上の損害賠償金
として支払い済みの場合は、その治療費用は、対象
外となります（基本補償において保険金のお支払対
象となります）。

次の費用のうち、損害賠償請求訴訟に対応するために
直接必要なものをいいます。
①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
③増設コピー機のリース費用
④被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行
う事故の再現実験費用
⑤事故原因の調査費用
⑥意見書・鑑定書の作成費用
⑦相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用
保険金のお支払い方法
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、支払限
度額を限度に保険金をお支払いします。

次の費用のうち、事故に対応するために直接必要な
ものをいいます。
①事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真
撮影または事故原因の調査の費用
②事故現場の取り片付け費用
③被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣
するための交通費・宿泊費等の費用
④通信費
⑤事故が他人の身体の障害である場合において、
被害者に対する見舞金もしくは香典または見舞品
購入費用。ただし、１事故において被害者１名につ
き10万円を限度とします。（この特約の支払限度
額の内枠払いとなります。）
⑥書面による引受保険会社の事前の同意を得て支
出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用
⑦その他①から⑥までに準ずる費用。ただし、⑤以外で
被保険者が支払った見舞金または見舞品購入費
用を含みません。
保険金のお支払い方法
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険
金をお支払いします。（特約の支払限度額が適用さ
れます。ただし、身体の障害を被った被害者への見舞
費用は、特約の支払限度額の内枠において、１事故
について１名あたり10万円を限度とします。）

この保険の対象となりうる事故について、被保険者
が初期対応費用（その額および使途が社会通念
上、妥当と認められるものに限ります）を支出したこと
によって被る損害に対して、保険金を支払います。

この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対す
る損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された
場合に、被保険者が訴訟対応費用（その額および使途
が社会通念上、妥当と認められるものに限ります）を支
出したことによって被る損害に対して、保険金を支払いま
す。サ

ー
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ス
利
用
者
捜
索
費
用

担
保
特
約
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①捜索費用　②使用人派遣費用
③サービス利用者帰宅費用
④親族対応費用　⑤謝礼金（ただし、協力者1名ま
たは1法人あたり5,000円を限度額とします。（この特
約の支払限度額の内枠払いとなります。））
保険金のお支払い方法
①から⑤の費用の合計額に対して、支払限度額を限
度に保険金をお支払いします。

サービス利用時間中に発生したサービス利用者の行
方不明（警察署長へ行方不明者に係る届出が行わ
れた場合に限ります。以下「事故」といいます）につい
て、記名被保険者が右記のいずれかの費用を負担す
ることによって被る損害に対して、この特約条項によ
り、保険金を支払います。ただし、事故が保険期間中
に日本国内において発生した場合に限ります。

被害の種類 起算日

対人・対物被害

経済的被害

保険金請求権者が対人・対物被害の発生および加害者を知った日

保険金請求権者が経済的被害の発生を知った日

お支払いする保険金 ＝ ー損害賠償金 免責金額

お支払いする保険金 ＝ ×争訟費用
支払限度額

損害賠償金
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介護サービス事業者賠償責任保険

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
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保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
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（前頁より）
（６）行方不明時使用阻害事故について、次の事由に

起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者の故意または重大な過失による法令違反
②被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任
行為その他の犯罪行為（過失犯を除きます。）
③脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為
④被保険者に対してなされる法令等に基づく規制また
は差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体
の公権力の行使
⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の使用
阻害
⑥被保険者の仕事の履行不能または履行遅滞
⑦他人の財物の紛失、盗取または詐取
⑧特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害
⑨データまたはプログラムの損壊（磁気的または光学
的に記録されたデータまたはプログラムの滅失または
破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生したも
のをいいます）
⑩サービス利用者が行方不明となることの予防措置を
全く取らなかったために発生した事故
⑪無賃乗車または無銭飲食

（７）経済的事故について、次の事由に起因する損害
に対しては、保険金を支払いません。

①保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償
請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険期
間の開始時に認識していた場合（認識していたと判
断できる合理的な理由がある場合を含みます）は、そ
の事由
②被保険者が法令に違反することまたは他人に損害
を与えるべきことを認識していた行為（認識していたと
判断できる合理的な理由がある場合を含みます）
③介護支援専門員の有資格者が遂行すべき行為で
あるにもかかわらず、無資格者によって行われた行為
④被保険者の使用人による窃盗、不動産侵奪、強盗、
詐欺、横領または背任行為
⑤名誉もしくは信用のき損またはプライバシーの侵害も
しくは秘密の漏えい
⑥被保険者の支払不能または破産
⑦特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害
⑧被保険者による居宅介護支援業務の結果の保証。
ただし、これによって加重された賠償責任部分に限り
ます。

以下は「弁護士費用等担保特約条項」固有
（１）直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由

によって生じた損害に対しては、保険金を支払いま
せん。

①次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア．保険契約者
イ．保険金請求権者
ウ．アまたはイの法定代理人
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武
装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④次のいずれかに該当する事由
ア．核燃料物質（使用済み燃料を含みます。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生
成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な
特性の作用またはこれらの特性に起因する事故

イ．ア以外の放射線照射または放射能汚染
⑤次のいずれかに該当する事由
ア．②から④までの事由によって発生した対象事故
の拡大（対象事故の形態や規模等が大きくなる
ことをいい、延焼を含みます。以下同様とします。）

イ．発生原因が何であるかにかかわらず、②から④ま
での事由による対象事故の拡大

ウ．②から④までの事由に伴う秩序の混乱
⑥法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破
壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑦被保険者に対する刑の執行

（２）他の被保険者が加害者である場合は、保険金を
支払いません。

（３）直接であるか間接であるかにかかわらず、次の対象
事故によって被った対人・対物被害による損害に
対しては、保険金を支払いません。

①被保険者が運転する地における法令に定められた
運転資格を持たないで自動車もしくは原動機付自転
車を運転している場合、または航空機もしくは船舶を
操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
②被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ド
ラッグ（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第２条第15項に定める
指定薬物をいいます。以下同様とします。）、シンナー
等（毒物及び劇物取締法第３条の３の規定に基づく
政令で定めるものをいいます。以下同様とします。）を
使用した状態で自動車もしくは原動機付自転車を運
転している場合、または航空機もしくは船舶を操縦し
ている場合に、その本人に生じた対象事故
③被保険者が酒気を帯びて（道路交通法第65条第１
項違反またはこれに相当する状態をいいます。）自動
車もしくは原動機付自転車を運転している場合、また
は航空機もしくは船舶を操縦している場合に、その本
人に生じた対象事故

（次頁に続く）

※ここでは主な場合のみを記載しております。また、詳細は契約
者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款でご確
認ください。

＜弁護士費用等担保特約条項以外＞
（１）次の事由（訪問看護業務事故について、①、②および⑤を除
きます）に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

①医療行為（疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方
法の指導、矯正、出産の立会い、検案または診断書・検案
書・処方せん等の作成・交付等の行為をいいます）に起因す
る事故。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健
師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除
きます。
②医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでな
ければ人体に危害を生ずるおそれのある行為（美容整形、医
学的堕胎、助産または採血等の行為をいいます。）に起因す
る事故。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健
師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除
きます。
③薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給に起
因する事故
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の者が行うことを法令により禁じられている行為に起因
する事故
⑤サイバー攻撃に起因する損害

（２）対人・対物事故について、次の事由に起因する損害に対し
ては、保険金を支払いません。

①次に掲げるものの所有、使用または管理
ア．自動車、原動機付自転車または航空機
イ．施設外における船・車両（原動力がもっぱら人力である場
合を除きます）または動物

②ちり・ほこりまたは騒音
③施設である建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまた
はあられの浸入または吹込みによる財物の損壊
④土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って
発生した次の損壊等
ア．土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工
作物、植物または土地の損壊。「工作物」とは、人工的作
業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容
物または付属物を含みます（以下同様とします）

イ．土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上
の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊

ウ．地下水の増減
⑤飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らず
に行われた作業による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄
錆または火の粉の飛散または拡散。ただし、塗装用容器また
は作業用具の落下または転倒によるものを除きます。
⑥被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製
造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
⑦被保険者による生産物または仕事の目的物の効能または性
能に関する不当な表示（実際よりも著しく優良であると示すこ
とをいいます）または虚偽の表示
⑧次の財物の損壊またはその使用不能（財物の一部のかしに
よるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含み
ます）
ア．生産物
イ．仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられ
た財物（作業が加えられるべきであった場合を含みます） 

ウ．完成品
エ．生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機
械・工具の制御装置として使用されている場合に、その機
械・工具によって製造または加工された財物

（３）訪問看護業務事故について、法令で定める所定の免許を
有しない者が行った訪問看護業務に起因する損害に対し
ては、保険金を支払いません。

（４）管理下財物事故について、次の事由に起因する損害に対
しては、保険金を支払いません。

①保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取また
は詐取
②保険契約者または被保険者が管理下財物を私的な目的で
使用している間に生じた損壊、紛失、盗取または詐取

③自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
④自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、
汗ぬれその他これらに類似の現象
⑤ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥管理下財物の使用不能（収益減少を含みます）

（５）人格権侵害事故について、次の事由に起因する損害に対
しては、保険金を支払いません。

①保険期間の開始時より前に行われた不当行為
②最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続また
は反復として行われた不当行為
③事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被
保険者の指図により行われた不当行為

④被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基
づいて行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）
⑤被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不
当行為
⑥広告・宣伝活動、放送活動または出版活動

（次頁に続く）

（１）お支払いの対象となる損害
a. 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、
被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠
償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引
受保険会社の同意が必要となります。

b. 争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、
被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁
護士費用、訴訟費用等（訴訟に限らず調停・示談な
ども含みます。）
c. 損害防止軽減費用
事故が発生した場合において、被保険者が他人から
損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に
発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のた
めに引受保険会社の同意を得て支出した費用
d. 緊急措置費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のため
に必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判
明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に
要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出
したその他の費用
e. 協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険
会社の求めに応じて協力するために支出した費用

（2）保険金のお支払い方法
a.法律上の損害賠償金
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険
金をお支払いします。（支払限度額が適用されます。
ただし、左記「③管理下財物事故」のうち、貨紙幣以
外の管理下財物の損壊、紛失、盗取、詐取について
は、支払限度額の範囲内であっても、その管理下財
物の時価が限度となります。）

b.～e.の費用
原則としてその全額がお支払対象となります。 （支払
限度額は、適用されません。）
ただし、争訟費用については、「損害賠償金＞支払
限度額」となる場合は、下記の式に従ってお支払いし
ます。

次の事故に起因して被保険者が法律上の損害賠
償責任を負担することによって被る損害に対して、保
険金を支払います。
①対人・対物事故（※1）
施設（※2）、仕事（※3）（訪問看護業務を除きます）
の遂行もしくはその結果または生産物（※4）に起因
する他人の身体の障害または財物（管理下財物を
除きます）の損壊をいいます。
②訪問看護業務事故（※1）
仕事のうち、訪問看護業務の遂行もしくはその結果
に起因する他人の身体の障害または財物（管理下
財物を除きます）の損壊をいいます。
③管理下財物事故（※1）（※5）
管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。
④人格権侵害事故（※6）
施設、仕事の遂行もしくはその結果または生産物に
関する不当行為に起因する人格権侵害をいいます。
⑤行方不明時使用阻害事故（※1）（※5）
認知症またはその疑いのあるサービス利用者が行方
不明（仕事の遂行中に発生したものに限り、警察署長
への行方不明の届出の有無を問いません。）となった
場合に、その者の行為（行方不明中の行為に限りま
す。）により生じた不測の事象（他人の身体の障害また
は財物の損壊を伴わずに発生したものに限ります）に
起因する他人の財物の使用阻害（※7）をいいます。
⑥経済的事故（※6）
居宅介護支援業務の遂行に起因して、次の者の財
産に金銭上の損害を与えることをいいます。身体の
障害、精神的被害または財物の損壊、紛失、盗取も
しくは詐取によるものを含みません。
ア．要介護・要支援状態にある者
イ．介護予防・生活支援サービス事業の対象者
（※1）対人・対物事故、訪問看護業務事故、管理下

財物事故および行方不明時使用阻害事故
については、事故が保険期間中に日本国内に
おいて発生した場合に、保険金を支払います。

（※2）記名被保険者が仕事の遂行のために所有・
使用・管理する不動産・動産をいいます。

（※3）記名被保険者にかかる介護業務のうち、病院総
合補償制度のご案内P.13「対象となる業務（介
護業務）について」に記載のものをいいます。

（※4）記名被保険者が仕事に関連して製造、販売
または提供した財物であって、記名被保険者
の占有を離れたものをいいます。

（※5）管理下財物事故または行方不明時使用阻害
事故に起因して保険金を支払う損害は、それぞ
れの事故について被保険者が次の賠償責任
を負担することによって被る損害に限ります。

①管理下財物事故については、管理下財物につい
て、その財物の正当な権利を有する者に対して被
保険者が負担する賠償責任
②行方不明時使用阻害事故については、使用阻害さ
れた他人の財物について、その財物の正当な権利
を有する者に対して被保険者が負担する賠償責任

（※6）人格権侵害事故および経済的事故について
は、事故についての被保険者に対する損害賠
償請求が保険期間中になされた場合に、保険
金を支払います。

（※7）財物の本来の目的および用法に従った使用
が阻害されることをいいます。

①消毒費用
②検査費用（使用人・役員・サービス利用者の感染また
は食中毒の有無を診断するための医療費および交
通費等）
③予防費用（使用人・役員・サービス利用者への感染
拡大防止のための予防接種等の感染予防にかかる
医療費）
④通信費用（サービス利用者の親族に対する事故の連
絡に要した郵便代等）

保険金のお支払い方法
①から④の費用の合計額に対して、支払限度額を限度
に保険金をお支払いします。

サービス利用者が施設において所定の感染症（※１）を
発症した場合または食中毒になった場合に、記名被保
険者が必要かつ有益な右記の費用を負担することに
よって被る損害に対して、保険金をお支払いします。（保
険金をお支払いするのは、保険期間中に事故が発生し
た場合に限ります。）
（※１）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律」が定める一類感染症、二類感
染症、三類感染症

次の被害について、保険金請求権者（※1）が負担する次の損害に対して、保険金をお支払いします。

被害の種類

対人・対物被害
（※2）

被保険者（※3）が対象事故（※4）によって被った対人・対物被害に
ついて、保険金請求権者が加害者への対応を弁護士等へ委任する
場合に弁護士費用を負担することによって被る損害

被保険者（※3）が対象事故（※4）によって被った対人・対物被害に
ついて、保険金請求権者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法
律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害

記名被保険者が対象事故（※4）によって被った経済的被害につい
て、保険金請求権者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法律相
談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害

経済的被害
（※5）

損害の種類

弁護士費用

法律相談費用

対象となる費用

（※1）対象事故によって損害を被った、①被保険者（※3）②被保険者の法定相続人③被保険者の配偶者・父母・
子をいいます。

（※2）被保険者が仕事の遂行上の事由（通勤を含みます。）により身体の障害を被ること、または記名被保険者が所
有、使用または管理する施設（加入依頼書記載の不動産・動産）が損壊または盗取（詐取を含みません。）され
ることをいいます。

（※3）対人被害の場合、①記名被保険者②記名被保険者の使用人③法人である記名被保険者の理事、取締役
その他法人の業務を執行する機関④社団である記名被保険者の構成員、対物被害の場合は記名被保険
者、となります。

（※4）対人・対物被害については、日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故をいいます。経済的被害
については、日本国内において発生した業務妨害等をいいます。

（※5）記名被保険者が仕事において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したことをいいます。記名被保
険者が提供する商品・サービスの取引の相手方の債務不履行によるもの（例：取引先が納品した商品の代金
を支払わない）および対人・対物被害を伴うものを除きます。

保険金のお支払方法
上記の被害ごとに、それぞれの損害に対して、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
ただし、保険金をお支払いするのは、対人・対物被害の場合、対象事故が保険期間中に発生した場合に限ります。対
人被害については、身体の障害を被った時に対象事故が発生したものとみなします。経済的被害の場合は、対象事
故が保険期間中に発見された場合に限ります。「発見」は、記名被保険者が対象事故を最初に認識した時（認識し
得た時を含みます。）になされたものとします。

次の被害ごとに、それぞれ次の起算日からその日を含めて3年以内に、保険金請求権者が被害について弁護士等へ
の委任または法律相談を開始した場合に限り、保険金を支払います。

被
害
者
治
療
費
用

担
保
特
約
条
項

治療費用
保険金のお支払い方法
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、支払限
度額を限度に保険金をお支払いします。（事故の種類に
応じて、対人・対物事故（訪問看護業務除く）または対
人・対物事故（訪問看護業務）のいずれかの内枠となり
ます。）

この保険の対象となる他人の身体の障害が保険期間
中に日本国内において発生した場合に、身体の障害の
発生日から１年以内に生じた被害者の治療費用を被保
険者が負担することによって被る損害に対して、保険金
をお支払いします。
※結果として、被保険者に法律上の損害賠償責任が
発生しないことが判明した場合でも保険金のお支払
い対象となります。ただし、治療費用の一部または全
部について、被保険者が既に法律上の損害賠償金
として支払い済みの場合は、その治療費用は、対象
外となります（基本補償において保険金のお支払対
象となります）。

次の費用のうち、損害賠償請求訴訟に対応するために
直接必要なものをいいます。
①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
③増設コピー機のリース費用
④被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行
う事故の再現実験費用
⑤事故原因の調査費用
⑥意見書・鑑定書の作成費用
⑦相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用
保険金のお支払い方法
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、支払限
度額を限度に保険金をお支払いします。

次の費用のうち、事故に対応するために直接必要な
ものをいいます。
①事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真
撮影または事故原因の調査の費用
②事故現場の取り片付け費用
③被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣
するための交通費・宿泊費等の費用
④通信費
⑤事故が他人の身体の障害である場合において、
被害者に対する見舞金もしくは香典または見舞品
購入費用。ただし、１事故において被害者１名につ
き10万円を限度とします。（この特約の支払限度
額の内枠払いとなります。）
⑥書面による引受保険会社の事前の同意を得て支
出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用
⑦その他①から⑥までに準ずる費用。ただし、⑤以外で
被保険者が支払った見舞金または見舞品購入費
用を含みません。
保険金のお支払い方法
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険
金をお支払いします。（特約の支払限度額が適用さ
れます。ただし、身体の障害を被った被害者への見舞
費用は、特約の支払限度額の内枠において、１事故
について１名あたり10万円を限度とします。）

この保険の対象となりうる事故について、被保険者
が初期対応費用（その額および使途が社会通念
上、妥当と認められるものに限ります）を支出したこと
によって被る損害に対して、保険金を支払います。

この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対す
る損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された
場合に、被保険者が訴訟対応費用（その額および使途
が社会通念上、妥当と認められるものに限ります）を支
出したことによって被る損害に対して、保険金を支払いま
す。サ
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①捜索費用　②使用人派遣費用
③サービス利用者帰宅費用
④親族対応費用　⑤謝礼金（ただし、協力者1名ま
たは1法人あたり5,000円を限度額とします。（この特
約の支払限度額の内枠払いとなります。））
保険金のお支払い方法
①から⑤の費用の合計額に対して、支払限度額を限
度に保険金をお支払いします。

サービス利用時間中に発生したサービス利用者の行
方不明（警察署長へ行方不明者に係る届出が行わ
れた場合に限ります。以下「事故」といいます）につい
て、記名被保険者が右記のいずれかの費用を負担す
ることによって被る損害に対して、この特約条項によ
り、保険金を支払います。ただし、事故が保険期間中
に日本国内において発生した場合に限ります。

被害の種類 起算日

対人・対物被害

経済的被害

保険金請求権者が対人・対物被害の発生および加害者を知った日

保険金請求権者が経済的被害の発生を知った日

お支払いする保険金 ＝ ー損害賠償金 免責金額

お支払いする保険金 ＝ ×争訟費用
支払限度額

損害賠償金
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お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

サイバーリスク保険
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保険金をお支払いする場合

この保険では、次の事由等によって生じた損害に対しては保険金のお支払いはで
きません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。また、詳細は契約者である団体の代
表者にお渡ししてあります保険約款でご確認ください。

＜賠償責任担保部分・費用損害担保部分共通＞
①次のいずれかの事由
ア． 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他これらに
類似の事変または暴動

イ．アの過程または直接的な準備として行われる国家関与型サイバー攻撃
ウ．被害国家における次のいずれかの事項に重大な影響を及ぼす国家関与型
サイバー攻撃
（ア）重要インフラサービスの利用、提供または維持
（イ）安全保障・防衛
②核燃料物質（使用済燃料を含みます。）またはこれによって汚染された物（原子核
分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
③保険契約者または被保険者の故意 
④地震、噴火、津波、洪水、高潮
⑤被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、
その約定によって加重された賠償責任
⑥保険期間の開始時より前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれが
あることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合
（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）は、その事由
⑦被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。た
だし、過失犯を除きます。
⑧次の行為
ア．被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識して
いた（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行為

イ．被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為のうち、被
保険者が他人の営業上の権利または利益を侵害することを認識しながら（認
識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行われた行為

⑨他人の身体の障害
⑩他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取。ただし、被保険者が使用または管理
する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報の
漏えいまたはそのおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
⑪被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の
財物の不具合
⑫所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、次の原因によるも
のを除きます。
ア．火災、破裂または爆発
イ．急激かつ不測の事故による記名被保険者が使用または管理するコンピュー
タシステムの損壊または機能停止

⑬特許権、営業秘密等の知的財産権の侵害。ただし、次の事由に起因する損害
に対しては、適用しません。
ア．保険金をお支払いする場合の③に規定する事由
イ．記名被保険者の業務に従事する者以外の者によって行われたサイバー攻撃
により生じた情報の漏えいまたはそのおそれに起因する知的財産権の侵害

⑭記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
⑮被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかか
わらず、被保険者の業務の追完もしくは再履行または回収等の措置（被保険者
の占有を離れた財物または被保険者の業務の結果についての回収、点検、修
理、交換その他の措置をいいます。）のために要する費用（追完または再履行の
ために提供する財物または役務の価格を含みます。）
⑯被保険者相互間における損害賠償請求
⑰被保険者が放送業または新聞、出版、広告制作等の映像・音声・文字情報制
作業を営む者として行う広告宣伝、放送または出版
⑱保険金の支払を行うことにより引受保険会社が次の制裁・禁止・規制・制限を
受けるおそれがある場合
ア．国際連合の決議に基づく制裁等
イ．欧州連合・日本国・グレートブリテン及び北アイルランド連合王国・アメリカ合
衆国の貿易または経済に関する制裁等

ウ．アまたはイ以外の制裁等
⑲保険金をお支払いする場合の①の事由に起因する損害のうち、通常必要とされ
るシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし
⑳保険金をお支払いする場合の②の事由に起因する損害のうち、被保険者が他
人に情報を提供または情報の取扱いを委託したことが情報の漏えいにあたるとし
てなされた損害賠償請求
㉑保険金をお支払いする場合の③の事由に起因する損害のうち、次の事由に起
因する損害に対しては、保険金を支払いません。
ア.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律もしくは不当景品類及
び不当表示防止法またはこれらに類する外国の法令に違反する行為または
そのおそれのある行為

イ.記名被保険者による採用、雇用または解雇
ウ.記名被保険者の業務の結果の効能、効果、性能または機能等について、明
示された内容との齟齬またはそれらの不足

㉒被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかか
わらず、保険金をお支払いする場合の③の事由に起因する損害のうち、著作権、
意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用
料に対しては、保険金を支払いません。
㉓被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかか
わらず、罰金、科料、過料、課徴金、制裁金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金そ
の他これらに類するものに対しては、保険金を支払いません。

＜賠償責任担保部分固有＞
㉔直接であるか間接であるかにかかわらず、生体情報の保護または取扱いに関する
国内外の法または規則等の違反またはそのおそれに起因する賠償責任を被保
険者が負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただ
し、P.7保険金をお支払いする場合の②の事由に起因する損害については、この
規定は適用しません。
㉕記名被保険者が資金決済法に規定する前払式支払手段を発行する者または
資金移動業を営む者である場合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被
保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を
支払いません。
ア.電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等ま
たは番号、記号その他の符号の不正な操作または移動に起因する賠償責任

イ.不正な為替取引または資金移動に起因する賠償責任
等

①法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が
発生した場合において、被
保険者が被害者に対して支
払責任を負う損害賠償金
（※1）賠償責任の承認また
は賠償金額の決定前に引
受保険会社の同意が必要
となります。
②争訟費用
損害賠償責任に関する訴
訟や示談交渉において、被
保険者が引受保険会社の
同意を得て支出した弁護士
費用、訴訟費用等（訴訟に
限らず調停・示談なども含み
ます）
③協力費用
引受保険会社が被保険者
に代わって損害賠償請求の
解決に当たる場合におい
て、被保険者が引受保険会
社の求めに応じて協力する
ために支出した費用

保険金のお支払い方法
上記①の損害賠償金につ
いては、その額から免責金額
を控除して、ご加入された支
払限度額を限度に保険金を
お支払いします。
上記②～③の費用は、原則
としてその全額が保険金の
お支払い対象となります。

賠償責任担保部分で引受
保険会社がお支払いする保
険金は、法律上の損害賠償
金については、ご加入時に
設定した支払限度額（１請
求・保険期間中ごとの設定）
が限度となります。また、賠償
責任担保部分でお支払い
するすべての保険金（本
ページ記載の法律上の損
害賠償金および費用）を合
算して、ご加入時に設定した
支払限度額（保険期間中）
が限度となります。
※実際の支払限度額の設
定金額は、病院総合補償
制度のご案内P.16のプ
ランから選択いただきます
（フリープランの場合は、
代理店または引受保険会
社までお問合せください）。

この保険契約においてお支
払いする保険金の額は、賠
償責任担保部分・費用損
害担保部分・その他の特約
条項でお支払いするすべて
の保険金を合算して、上記
の支払限度額（保険期間
中）が限度となります。

次の事由について、被保険者に対し保険期間中に損害賠償請求がな
された場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、ベーシックプラン（情報漏えいのみ担保）は②のみを適用します。
①ＩＴユーザー行為に起因して発生した次のいずれかの事由（②および
③を除きます。）

ア．他人の事業の休止または阻害
イ．磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはプログラムの滅
失または破損（有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。）

ウ．アまたはイ以外の不測の事由による他人の損失の発生
②情報の漏えいまたはそのおそれ
③記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、デー
タベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の
表示または配信（記名被保険者が対価または報酬を受領して他人
に提供するものを除きます。）によって生じた他人の著作権、意匠権、
商標権、人格権またはドメイン名の侵害。ただし、②を除きます。

【ＩＴユーザー行為】
記名被保険者の業務における次の行為をいいます。
ア．コンピュータシステムの所有、使用または管理。ただし、他人のための
コンピュータシステムの所有、使用または管理を除きます。

イ．アのコンピュータシステムを使用して行うプログラムまたはデータの提
供（記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステ
ムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みま
す。）。ただし、プログラムまたはデータ自体を記名被保険者の商品・
サービスとして他人に提供する場合を除きます。

【コンピュータシステム】
情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理
機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備
が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周
辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータな
らびにクラウド上で運用されるものを含みます。
【他人のためのコンピュータシステム】
記名被保険者が他人のために開発、販売または提供するコンピュータ
システムをいいます。ただし、記名被保険者の広告もしくは宣伝またはそ
の商品・サービスの販売もしくは利用促進のみを目的として他人に提供
するアプリケーション、ウェブサイト等であって、そのすべてを無償で利用さ
せるものを除きます。
【情報の漏えい】
電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される
次のいずれかの情報の漏えいをいいます。
ア．個人情報
イ．法人情報
ウ．アまたはイ以外の公表されていない情報（記名被保険者に関する
情報を除きます。以下同様とします。）

【個人情報】
記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該
当するものをいいます。
ア．その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画も
しくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作そ
の他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人
識別符号を除きます。）により特定の個人を識別することができるも
の。なお、次のものを含みます。
（ア）氏名のみの情報
（イ）他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

識別することができる情報
イ．個人識別符号が含まれるもの
【個人識別符号】
次のものをいいます。
ア．マイナンバー
イ．運転免許証番号
ウ．旅券番号
エ．基礎年金番号
オ．保険証番号
カ．アからオまでに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律
に規定する個人識別符号

【法人情報】
記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表
していない内部情報をいいます。
【漏えい】
次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくは
その役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。
ア．個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと（知られたと判断
できる合理的な理由がある場合を含みます。以下同様とします。）。

イ．法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと。
ウ．個人情報または法人情報以外の公表されていない情報が、第三者
（その情報によって識別される者がいる場合は、その者を除きます。）
に知られたこと。

【第三者】
次のアからエまでのいずれにも該当しない者をいいます。
ア．保険契約者
イ．被保険者
ウ．アまたはイの者によって個人情報の使用または管理を認められた事
業者

エ．アまたはウの者の使用人

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
特
別
約
款
及
び
担
保
特
約
条
項

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

（前頁より）
④被保険者が、自動車、原動機付自転車、航空機または船舶の使
用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車、
原動機付自転車、航空機または船舶に搭乗中に生じた対象事
故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得
ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者である
と信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑤被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって、その
本人について生じた対象事故

（４）直接であるか間接であるかにかかわらず、次の対人・対物被害
による損害に対しては、保険金を支払いません。

①被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シン
ナー等を使用した状態で発生した対人・対物被害
②液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）もしくは固体の排
出、流出もしくはいっ出により生じた対人・対物被害。ただし、不測
かつ突発的な事由による場合は、この規定は適用しません。
③施設が次の事由によって損壊したことに起因して生じた対物被
害（ただし、その事由が生じた部分に限ります。）
ア．自然の消耗または劣化（機械、設備または装置の日常の使用
または運転に伴う摩滅、磨耗、消耗または劣化を含みます。）

イ．ボイラースケールの進行
ウ．性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、
キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱
その他類似の事由

エ．ねずみ食いまたは虫食い等
④財物が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じ
た対物被害。ただし、次の者が、相当の注意をもってしても発見し
得なかった場合は、この規定は適用しません。
ア．保険契約者または保険金請求権者
イ．アに代わって記名被保険者が所有または使用する財物を管
理する者

ウ．アまたはイの使用人（記名被保険者の指示に基づいて仕事
を遂行する研修受講生を含みます。）

⑤記名被保険者が違法に所有または占有する財物についての対
物被害
⑥被保険者が次の行為（不作為を含みます。）を受けたことによって
生じた対人被害
ア．診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ．医薬品または医療器具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与ま
たは授与の指示

ウ．身体の整形
エ．はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧または柔道整復
⑦石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他有毒な特
性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有
する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する対
人・対物被害
⑧外因性内分泌攪乱化学物質の有害な特性に起因する対人・
対物被害
⑨電磁波障害に起因する対人被害
⑩騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因す
る対人・対物被害

（５）直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する
経済的被害による損害に対しては、保険金を支払いません。

①記名被保険者またはその理事、取締役その他法人の業務を執行
する機関、使用人（記名被保険者の指示に基づいて仕事を遂行
する研修受講生を含みます。以下同様とします。）もしくは構成員に
よる窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為
②記名被保険者またはその理事、取締役その他法人の業務を執
行する機関、使用人もしくは構成員の法令違反
③支払不能または破産
④記名被保険者に対してなされた提訴請求またはそのおそれ
⑤私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反す
る行為またはそのおそれのある行為

（６）保険金請求権者が次のいずれかを行う場合に弁護士費用また
は法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、
保険金を支払いません。

①自動車損害賠償保障法第16条に基づく損害賠償額の支払の
請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者（共済金の
請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。）に対
する損害賠償額の支払の請求。ただし、加害者に対する法律上
の損害賠償請求とあわせて行う場合はこの規定を適用しません。
②社会通念上不当な損害賠償請求

（７）この特約条項において、サイバー攻撃危険不担保特約条項の
規定は、適用しません。

等
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一般社団法人　全日病厚生会
会員医療機関の皆様へ

病院総合補償制度
補償の概要等・重要事項説明書

●病院（診療所）賠償責任保険

●産業医等活動保険

●介護サービス事業者賠償責任保険

●サイバーリスク保険

●医療機関向け役員賠償責任保険

●医療施設機械補償保険

●医療事故調査費用保険

●医療廃棄物排出事業者責任保険

別冊 資料

2025年2月1日以降始期用

■医師賠償責任保険、医療従事者包括賠償責任保険の場合
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故を
発見したときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、事故発見の日時、被害者の住
所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書
面で代理店または保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を
減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。

■医療施設賠償責任保険、産業医等活動保険（賠償責任保険普通保険約款+嘱
託医業務特別約款）、介護サービス事業者賠償責任保険、環境汚染賠償責任保
険の場合
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故
または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者
の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項につい
て、書面で代理店または保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険
金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。

■サイバーリスク保険の場合
〈右記の６つの費用：サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費
用、コンピュータシステム復旧費用、その他事故対応費用、再発防止費用〉
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故を
発見したときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、事故発見の日時、被害者の住所・
氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で
ご契約の代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保
険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、保険金請求に
あたって攻撃内容やインシデントの詳細等の情報のご提出が必要になります。
〈緊急対応費用〉
サイバー攻撃が疑われる突発的な事象を被保険者が最初に発見した日の翌日から
30日以内、かつ、被保険者が緊急対応費用を負担する（支払が未済であっても業者
に発注・依頼済みの場合を含みます。）より前に、引受保険会社（緊急時ホットライン
サービス（病院総合補償制度のご案内P.17ご参照）を含みます。）にご連絡ください。
ご連絡がない場合は、その事象を最初に発見した日の翌日から30日以内に生じた費
用のみ補償対象となります。なお、保険金請求にあたっては、サイバー攻撃が疑われる
突発的な事象の発生を客観的に示す情報のご提出が必要になります。
<上記７つの費用以外>
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故
または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者
の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項につい
て、書面でご契約の代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた
場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、保
険金請求にあたって攻撃内容やインシデントの詳細等の情報のご提出が必要にな
ります。
■医療機関向け役員賠償責任保険の場合
対象事由が生じた場合は、遅滞なく、被保険者が最初にその対象事由を知った時の
状況、対象事由の内容およびその対象事由の原因となる事実および行為に関する
情報、他の保険契約等の有無および内容その他の必要事項について、書面で代
理店または引受保険会社にご連絡ください。
対象事由が発生するおそれのある状況（ただし、対象事由が発生することが合理的
に予想される状況に限ります。）を知った場合は、遅滞なく、その状況および原因とな
る事実・行為について、発生日および関係者等その他の必要事項について、書面で
代理店または引受保険会社にご連絡ください。
ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますので、ご注意
ください。
■医療施設機械補償保険の場合
損害が生じたことを知った場合には、直ちに取扱代理店または引受保険会社にご連
絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますの
でご注意ください。保険金のご請求にあたっては、保険金の請求書、損害見積書およ
び復旧通知書をご提出いただく必要があります（その他事故の状態に応じて必要な
書類をご提出いただく場合があります。）。

■医療事故調査費用保険の場合
ご契約者または被保険者が、医療事故の発生を知ったときは、遅滞なく、医療事故調
査の対象となる医療事故発生の日時・場所および具体的な内容その他の必要事
項について、書面でご加入の代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡
が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。

●保険金請求の際のご注意（医療施設機械補償保険、医療事故調査費用保険を除
きます）
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害
者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権（費用保険金に関する
ものを除きます。）について、先取特権を有します（保険法第22条第1項）。「先取特権」
とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権
利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度におい

てのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます（保険法第22条第2項）。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、
費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支
払う場合

●保険金請求権には時効（3年）がございますのでご注意ください。

◆もしも事故が起きたときは

この保険には、賠償事故の際に保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交
渉サービス」はございません。事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署から
の助言に基づき、被保険者ご自身が、被害者の方との示談交渉を進めていただくこと
になりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の同意を得ないで、
被保険者側で示談締結をなされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金とし
てお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。

◆示談交渉サービスはございません

2024年9月作成　24T-001001

ご注意事項
（下記の事項は現金・小切手運送保険、経営ダブルアシスト、職員総合補償制度、連帯保証人代行制度スマホスNEXTには適用
されません。現金・小切手運送保険、経営ダブルアシスト、職員総合補償制度、連帯保証人代行制度スマホスNEXTのご注意事
項は別途専用パンフレットをご参照下さい。）

E14-85690（6）改定202409

1.告知義務：加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事
項（告知事項）です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務がございま
す。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、
保険金をお支払いできないことがございます。
2.通知義務：
■医師賠償責任保険、医療施設賠償責任保険、医療従事者包括賠償責任保険の
場合
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた
場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場
合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いで
きないことがありますので、ご注意ください。
■産業医等活動保険、介護サービス事業者賠償責任保険、サイバーリスク保険、医療
機関向け役員賠償責任保険、環境汚染賠償責任保険の場合
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じるこ
とが判明した場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく
義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがございます。ま
た、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
■医療事故調査費用保険の場合
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じるこ
とが判明した場合は、すみやかにご加入の取扱代理店または引受保険会社にご連絡
いただく義務がございます。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあ
ります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
■医療施設機械補償保険の場合
ご加入の後、次の事実が発生することが判明した場合は、すみやかに取扱代理店ま
たは引受保険会社にご連絡をいただく義務がございます。ご連絡がない場合は、保険
金をお支払いできないことがございます。また変更の内容によってご契約を解除するこ
とがございます。
○保険の対象の用途または仕様を変更すること。
○上記のほか、加入依頼書の記載事項のうち☆が付された事項に変更を生じさせる事
実が発生すること。

3.他の保険契約等がある場合：この保険契約と重複する保険契約や共済契約（以下「他
の保険契約等」といいます）がある場合は、次のとおり保険金をお支払いいたします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合：他の保険契約等と
は関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いいたします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合：損害額から既に他の
保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約
のご加入内容に基づいて保険金をお支払いいたします。
ただし、医療施設機械補償保険の場合、他の保険契約等の内容によっては、上記
の支払い方法と異なる場合がございます。詳細は取扱代理店または引受保険会社
までご照会ください。

4.補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約（特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます）が
他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故
について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険
金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額、支払限度額等をご
確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。

5.引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定
期間凍結されたり、金額が削減されることがございます。なお、引受保険会社の経営が
破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が
20人以下の日本法人、外国法人（日本における営業所等が締結した契約に限る））
またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」
の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80％（破綻保険会社の支払停
止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100％）
まで補償されます。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会く
ださい。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個
人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者
に係る部分については、上記補償の対象となります。
6.医療施設機械補償保険について、質権を設定される場合は、引受保険会社まで個
別にご相談ください。

7.取扱代理店は保険契約締結の代理権を有しており、引受保険会社との委託契約に
基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいま
して、取扱代理店と締結され有効に成立した契約につきましては、引受保険会社と直
接締結されたものとなります。

8.本契約は一般社団法人 全日病厚生会を保険契約者とし、一般社団法人 全日病厚
生会会員等を被保険者とする医師賠償責任保険、医療施設賠償責任保険、医療
従事者包括賠償責任保険、産業医等活動保険（賠償責任保険普通保険約款+嘱
託医業務特別約款）、医療施設機械補償保険、介護サービス事業者賠償責任保
険、環境汚染賠償責任保険、サイバーリスク保険、医療事故調査費用保険、医療機
関向け役員賠償責任保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を
解約する権利等は、一般社団法人 全日病厚生会が有します。

9.本契約の保険期間は2025年2月1日午後4時から2026年2月1日午後4時です（中
途加入の補償開始日は異なります。）

10.このパンフレットは、医師賠償責任保険、医療施設賠償責任保険、医療従事者包
括賠償責任保険、産業医等活動保険（賠償責任保険普通保険約款+嘱託医業
務特別約款）、医療施設機械補償保険、介護サービス事業者賠償責任保険、環境
汚染賠償責任保険、サイバーリスク保険、医療事故調査費用保険、医療機関向け
役員賠償責任保険の概要をご紹介したものです。詳細は契約者である団体の代表
者の方にお渡ししてございます保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら取
扱代理店または引受保険会社までご照会ください。ご加入を申し込まれる方と被保
険者が異なる場合には、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますよ
うお願い申し上げます。

11.医療施設機械補償保険につきましては保険金額が10億円以上の場合に「テロ危
険不担保特約条項」を付帯してお引き受けすることになります。詳細は、取扱代理店
または引受保険会社までご照会ください。

12.加入者票：加入者票が届くまでの間、パンフレット等に加入内容を記録し保管してく
ださい。ご加入後、1か月経過しても加入者票が届かない場合は、団体窓口または取
扱代理店もしくは引受保険会社までご照会ください。加入者票が届きましたら、加入
内容が正しいかご確認くださいますようお願いします。

13.重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができ
ます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますの
で、ご注意ください。

・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わ
せることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認
められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった
場合　等

◆ご加入の際のご注意




